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１ 制度の概要 

 ⑴ この制度の目的 

   自治会等が防犯カメラを設置する際の費用を補助することで、地域にお

ける犯罪の発生を抑止し、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりを推

進することを目的としています。 

 ⑵ 補助を受けることができる団体 

   この制度で補助金の申請を行うことができるのは、地域住民で構成され、

地域に根差した活動を行っている自治会等の団体です。 

 ⑶ 防犯カメラについて 

   この制度では、犯罪の予防を目的として公道等（不特定多数の者が往来す

る私道等を含む）や公園、広場等の公共の場所を撮影するために固定して設

置するカメラを防犯カメラとし、それにより撮影した映像などを記録、表示

する機器を含めて、防犯カメラシステム構成機器と呼びます。 

 ⑷ 補助の対象となる経費 

   防犯カメラシステム構成機器の購入・設置工事費用、防犯カメラを設置し

ていることを示す表示板や機器を収納する施錠設備の購入費用、カメラを

取り付ける支柱の設置費用が補助の対象です。 

  ※注 既設カメラの撤去・移設・修繕のための費用や、設置場所の造成・建

設・賃借等のための費用は対象外です。 

 ⑸ 補助率、補助金額、回数の制限など 

  〇 補助率は、経費の５分の４（1000 円未満切り捨て） 

  〇 補助金額の上限は、１箇所につき２５０，０００円 

  〇 補助を受けられる回数は、１団体につき、当該年度に２箇所まで 

 （補助金交付額の例） 

  Ａ）補助対象経費が２５万６，０００円の場合 

   ２５６，０００×４/５＝２０４，８００ ⇒ ２０万４，０００円 

                        （1,000 円未満切り捨て） 

  Ｂ）補助対象経費が３２万円の場合 

   ３２０，０００×４/５＝２５６，０００ ⇒ ２５万円（補助金額上限） 

 ⑹ 補助金申請のための条件 

  〇 不法投棄を除く街頭犯罪の発生の抑止を目的として防犯カメラを設置

すること。 

  〇 撮影の場所や範囲が公道等（不特定多数の者が往来する私道等を含む）、

公園、広場等の公共の場所であり、特定の個人や私有共有財産の保護、管

理のために設置するものではないこと。 
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  〇 防犯カメラを設置していることや設置した団体の名称を防犯カメラ設

置場所付近に掲示すること 

  〇 防犯カメラの設置について、設置場所の所有者や管理者から同意を得

ており、周辺の住民から合意を得ていること 

  〇 設置した防犯カメラを 24 時間稼働させること 

  〇 補助金の申請をした年度内に防犯カメラを設置し、設置にかかった経

費に関する支払いを完了させること 

２ 補助金交付までの流れ 

 ⑴ 防犯カメラを設置しようとする団体内での検討 

   団体内で設置場所、設置するカメラの台数や機器の保管場所などを検討

し、団体内で設置に関する合意形成や承認を得てください。 

 ⑵ 市との事前協議 

   団体内で検討し、想定している防犯カメラの設置場所などについて市の

担当と協議を行います。 

   その際、防犯カメラの設置を想定している場所の位置や設置場所の状況

が判明する資料（写真や画像など）を持参してください。 

 ※注 事前協議を行わない場合、申請が行えません。必ず事前協議を行ってく

ださい。 

 ⑶ 関係者との調整 

   防犯カメラを設置しようとする場所の土地や建物を所有、管理する者と

協議し、設置に関する同意を得る。 

   防犯カメラを設置しようとする場所周辺の住民に設置に関する説明を行

い、合意を得る。 

   防犯カメラの購入に関する見積や設置工事の見積を依頼し、設置業者を

選定する。 

 ⑷ 申請書類の作成・提出 

   次の各書類を作成し、市に提出 

番号 書類名 記載例など 

掲載ページ 

１ 補助金交付申請書 ９、10 

２ 防犯カメラ設置等計画書 11、12 

３ 防犯カメラの設置位置及び撮影範囲を図示した図面 19、20 

４ 防犯カメラを設置する場所の所有者等の権利者から、同

意又は許可が得られていることを証する書類 
21 – 24 

５ 防犯カメラの設置が申請団体の総会等により決定した

ことを証する議事録等 
― 



4 

６ 申請団体の定款、会則、規約等団体の存立を定めた規定、

役員名簿 
― 

７ 補助対象経費が判明する見積書、見積明細書 ― 

８ 設置する防犯カメラの仕様が判明する仕様書、カタログ

等 
― 

９ 申請団体において定めた防犯カメラの管理運用に関す

る規定 
25 – 27 

10 収支予算書 ― 

 

 ⑸ 補助金交付決定通知書が送付された後、工事を開始 

   申請をいただいた後、事業の内容を審査し、市から申請団体の住所に宛て

て、四国中央市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書を送付します。 

   補助金交付決定通知書が到着した後、工事業者に連絡し、工事を開始して

ください。 

 ※注 交付決定通知が到着した後、防犯カメラの設置費用が増減する等、当初

の見積内容から変更が生じた場合、変更の申請が必要となりますので、変

更を把握したときは、速やかに市に連絡をお願いします。 

 ⑹ 防犯カメラ設置後、実績報告 

   防犯カメラ設置工事が完了、代金等を支払い後、次の各書類を作成し、市

に提出 

番号 書類名 

１ 設置した防犯カメラの現況写真 

２ 設置した防犯カメラにより撮影された画像を印刷した資料 

３ 防犯カメラの設置に係る費用の領収書及びその内訳書 

４ 収支決算書 

 

 ⑺ 補助金交付額確定通知書の送付 

   提出いただいた実績報告を確認し、市から申請団体の住所に宛てて、四国

中央市防犯カメラ設置事業補助金交付額確定通知書を送付します。 

 ⑻ 補助金の請求 

   補助金交付決定通知書を受領後、次の書類を作成し、市に提出 

書類名 記載例など掲載ページ 

四国中央市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書 17、18 

※注 提出にあたり、補助金の振り込み先となる団体等名義の預金口座が必要

です。 
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 ⑼ 補助金の交付 

   請求を受けた補助金を指定された預金口座に振り込み、補助金を交付し

ます。 

 

〇 問い合わせ・申請書類提出先 

  四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 

   四国中央市 市民部市民課 くらしの相談センター 

   電話番号 ０８９６－２８－６１４３ 

 

 提出書類の様式は、市ホームページからダウンロード可能なほか、担当課窓口

でも配布しています。 

 申請に関するお問い合わせや提出書類の作成方法などはお問い合わせくださ

い。 
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３ 補助金により設置した防犯カメラの運用 

 ⑴ 維持・保守点検 

   設置した防犯カメラの維持は、設置団体が行う必要があります。 

   日ごろから必要な保守点検を行っていただき、防犯カメラが正常に作動

していること、映像が記録されていることを確認してください。 

   防犯カメラの使用や撮影した映像等の提供状況は適宜記録し、団体で保

管してください。 

   防犯カメラの稼働状況や、防犯カメラの使用、映像等の提供状況に関する

記録は、必要により市から報告を求める場合があります。 

 

 ⑵ 事故の対応 

   自治会等の団体が所有し、設置している防犯カメラが第三者に被害を生

じさせた等の事故が発生した場合、防犯カメラの所有団体が管理責任を問

われ、損害賠償を負う可能性があります。 

   団体の所有物等が他人に与えた損害を補償する賠償責任保険等の加入を

ご検討ください。 

 

 ⑶ 防犯カメラの管理 

   防犯カメラの設置団体は、防犯カメラを設置、運用するにあたって、その

適切な管理を図るために、管理責任者及び操作責任者を選任してください。 

 管理責任者とは…防犯カメラの映像データの管理や機器の維持保全について

の責任者 

 操作責任者とは…外部提供のための映像データ抽出など、機器を操作するこ

とについての責任者 

※注 団体内での役員交代などに伴い、各責任者が交代する場合には市担当課

までご連絡をお願いします。 

 

 ⑷ 映像データの保存・廃棄 

   防犯カメラにより撮影された映像データは施錠設備のある場所で、原則、

撮影から２週間程度保存してください。（記録媒体の記録上限を超過した場

合に自動的に古い映像データが消去、上書きされるものを可とします。） 

   映像データが記録されていた記録媒体（ＳＤカード、ＨＤＤ、ＳＳＤ等）

を廃棄する際は、破砕等により確実な処分をお願いします。 
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 ⑸ 映像データの外部提供 

   防犯カメラにより撮影された映像は、個人等が外見により特定できるた

め、個人情報にあたります。 

   映像データが外部に流出した場合、設置団体は管理責任を問われるおそ

れがありますので、その取扱いには十分注意していただき、慎重な管理をお

願いします。 

   防犯カメラ設置団体は、防犯カメラにより撮影した映像データを設置の

目的である街頭犯罪の予防以外の目的で利用又は提供してはいけません。 

   例外として、 

     〇 法令に基づき提供する場合 

     〇 捜査機関から犯罪の捜査等のために照会があった場合 

     〇 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急に必要があると認

められる場合 

  のいずれかに該当するときは、映像データの外部提供が可能です。 

※注 団体内で提供の可否判断が困難な場合は市担当課にご相談ください。 
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４ 申請様式及び記載例 
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様式第１号（第８条関係） 

補助金交付申請書 

 

年  月  日 

四国中央市長  様 

 

                 申請団体 所在地 

                      団体名 

                      代表者氏名 

                      電話番号 

 

 補助金の交付を受けたいので、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第８

条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

設置予定場所  

事業実施期間  

総事業費  

交付申請額  

 備考 次に掲げる書類を添付すること。 

  (1) 事業計画書（様式第２号） 

  (2) 設置位置及び撮影範囲を示した図面 

  (3) 設置する場所の所有者、管理者等の承諾又は許可が得られていることを証する 

書類 

   (4) 設置する地域の自治会における総会の議事録その他合意の形成を証する書類 

   (5) 申請団体の定款、規約、会則その他団体の存立を定めた規定及び役員名簿 

  (6) 見積書その他補助対象経費の算出の根拠となる書類 

  (7) 防犯カメラの仕様が判明する仕様書、カタログ等 

  (8) 収支予算書 

    (9) 市長が必要と認める書類 
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様式第１号（第８条関係）       記載例 

 

補助金交付申請書 

令和〇年〇月〇日 

四国中央市長  様 

                 申請団体 所在地 四国中央市〇〇1-2-3 

                      団体名 〇〇自治会 

                      代表者氏名 四中 太郎 

                      電話番号 000-0000-0000 

 補助金の交付を受けたいので、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第８

条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

設置予定場所 四国中央市〇〇1-1-1 

事業実施期間 
令和〇年〇月〇日 から 設置工事完了日までの間 

※実施期間の始期は申請日と同じ日付でかまいません 

総事業費 300,000円 

交付申請額 

240,000円 
※交付申請額は、総事業費の５分の４か上限額の 25万円
のどちらか低い方、1000円未満の額は切り捨てです。 
記載例の場合であれば、30×4/5＝24で 24万円が申請額と
なります。 

 備考 次に掲げる書類を添付すること。 

  (1) 事業計画書（様式第２号） 

  (2) 設置位置及び撮影範囲を示した図面 

  (3) 設置する場所の所有者、管理者等の承諾又は許可が得られていることを証する

書類 

   (4) 設置する地域の自治会における総会の議事録その他合意の形成を証する書類 

   (5) 申請団体の定款、規約、会則その他団体の存立を定めた規定及び役員名簿 

  (6) 見積書その他補助対象経費の算出の根拠となる書類 

  (7) 防犯カメラの仕様が判明する仕様書、カタログ等 

  (8) 収支予算書 

    (9) 市長が必要と認める書類 

  

所在地は代表

者住所を記載

してください。 



11 

様式第２号（第８条関係） 

事業計画書 

 

団体名 
 

管理責任者 
 

防犯カメラ設置場所 
 

設置場所の所有者 

又は管理者の氏名 
 

設置場所の所有者 

又は管理者の同意 □ あり（  年  月  日） 

防犯カメラ設置場所

周辺住民の同意 □ あり（  年  月  日） 

防犯カメラを構成す

る機器 

機器名 数量 機器の仕様及び設置場所 

カメラ 
  

レコーダー 
  

モニター 
  

その他関連機

器 
  

防犯カメラの

設置を明示す

る標識 
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様式第２号（第８条関係）       記載例 

事業計画書 

 

団体名 
〇〇自治会 

管理責任者 
四中 太郎 

防犯カメラ設置場所 
四国中央市〇〇1-1-1 

設置場所の所有者 

又は管理者の氏名 
宇摩 一郎 

設置場所の所有者 

又は管理者の同意 ☑ あり（令和〇年〇月〇日） 

防犯カメラ設置場所

周辺住民の同意 
☑ あり（令和〇年〇月〇日） 

防犯カメラを構成す

る機器 

機器名 数量 機器の仕様及び設置場所 

カメラ 
１台 

別添資料のとおり 

※欄内に詳細を記入しきれない場

合は、機器の機能などがわかる資

料を添付してください。 

レコーダー 
１台 同上 

モニター 
１台 同上 

その他関連機

器 
  

防犯カメラの

設置を明示す

る標識 

１枚 同上 
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様式第５号（第 10条関係） 

 

事業変更等申請書 

 

年  月  日 

 

 四国中央市長  様 

申請団体 所在地             

団体名             

                       代表者氏名          

    

 

    年  月  日付け  第   号にて交付決定を受けた事業の内容に変更等が

生じたため、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第 10条の規定により、

下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 申請事由        変更 ・ 中止 ・ 廃止 

 

 ２ 申請の内容 
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様式第５号（第 10条関係）       記載例 

 

事業変更等申請書 

 

年  月  日 

 

 四国中央市長  様 

申請団体 所在地             

団体名             

                       代表者氏名          

    

 

    年  月  日付け  第   号にて交付決定を受けた事業の内容に変更等が

生じたため、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第 10条の規定により、

下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 申請事由        変更 ・ 中止 ・ 廃止 

 

 ２ 申請の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業の内容に変更が生じた場合や、事情により事業を中止、

廃止する場合は、該当する申請事由を〇で囲む 

２ 申請の内容に変更点などを記入するか、変更点がわかる

資料を添付し、「別添資料のとおり」と記載する。 

申請時に記入した所在地、

団体名、代表者氏名を記入 
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様式第７号（第 11条関係） 

 

実績報告書 

 

年  月  日 

 

 四国中央市長  様 

 

申請団体 所在地             

団体名             

代表者氏名             

            

 

    年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定の通知があった補助事業

について、事業が完了したので、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第

11条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

設置場所  

事業実施期間  

総事業費  

交付申請額  

 備考 次に掲げる書類を添付すること。 

(1) 防犯カメラの設置状況の写真 

(2) 防犯カメラで撮影した画像 

(3) 領収証の写しその他補助対象経費の支出の根拠となる書類 

(4) 収支決算書 

(5) 管理運用規定 

(6) 市長が必要と認める書類 
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様式第７号（第 11条関係）       記載例 

 

実績報告書 

 

年  月  日 

 

 四国中央市長  様 

 

申請団体 所在地             

団体名             

代表者氏名             

            

 

    年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定の通知があった補助事業

について、事業が完了したので、四国中央市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第

11条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

 

設置場所 四国中央市〇〇1-1-1 

事業実施期間 

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間 

※実施期間の始期は申請日、終期は工事代金の領収証の日

付けを記入。 

総事業費 300,000円 

交付申請額 240,000円 

 備考 次に掲げる書類を添付すること。 

(1) 防犯カメラの設置状況の写真 

(2) 防犯カメラで撮影した画像 

(3) 領収証の写しその他補助対象経費の支出の根拠となる書類 

(4) 収支決算書 

(5) 管理運用規定 

(6) 市長が必要と認める書類 
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様式第９号（第 13条関係） 

 

補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 四国中央市長  様 

申請団体 所在地             

団体名             

代表者氏名             

             

 

    年  月  日付け  第  号で 通知があった補助金について、四国中央

市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第 13 条の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

 １ 交付確定額              円 

 

 ２ 交付請求額              円 

 

３ 振込先 

金融機関名  

支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

  備考  

１ 振込先の口座名義は、請求者本人の口座に限ります。 

２ 口座通帳の見開き１ページ目の写しを添付してください。 
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様式第９号（第 13条関係）       記載例 

 

補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 四国中央市長  様 

申請団体 所在地             

団体名             

代表者氏名             

             

 

    年  月  日付け  第  号で 通知があった補助金について、四国中央

市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱第 13 条の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

 １ 交付確定額    240,000       円 

 

 ２ 交付請求額    240,000       円 

 

３ 振込先 

金融機関名  

支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

  備考  

１ 振込先の口座名義は、請求者本人の口座に限ります。 

２ 口座通帳の見開き１ページ目の写しを添付してください。 

申請時に記入した所在地、

団体名、代表者氏名を記入 

交付される補助金の振込先口座を、通帳等を確認しなが

ら記入してください。 

 口座は、請求団体の名義で開設された口座を指定してく

ださい。 
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防犯カメラ設置位置図【例】 

 

 

          

           

          

 

     

           

 

  

                       

  

 

              

 

                 

                 

                       

 

 

               

              

                 

                       

                

                

                

             

 

〇〇小学校 

△△集会所 

至〇〇町 至××１丁目 

Ｎ 

防犯カメラ設置位置 

この図は例です。 

決まった様式はなく、地図等に記入いただいたもので

もかまいません。 
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四国中央市 

〇〇１－１－１ 

四国中央市 

〇〇１－１－２ 

防犯カメラ撮影範囲図【例】 

           

 

 

         

           

             

  

 

          

                    

           

     

 

     

           

                   

             

             

           

 

 

           

           

           

           

           

Ｎ 

この図は例です。 

決まった様式はなく、地図等に記入いただいたもので

もかまいません。 
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土地・建物使用同意書 ［参考様式］ 

 

年  月  日  

 

         様 

住 所             

 

氏 名            ㊞ 

 

 私が（所有 ・ 管理）する下記（土地 ・ 建物）に、        が

防犯カメラ等を設置することについて、次の条件を承諾し、使用することに同意

します。 

 

記 

 

 

    土地・建物所在地：                     

 

 

＜条件＞ 

１．上記所在地の所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に対しこの同意内 

 容を継承すること。 

 

２．使用料は      とする。 
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同意書作成例 

土地・建物使用同意書 ［参考様式］ 

 

年  月  日  

 

  〇〇自治会  様 

住 所  四国中央市〇〇１丁目１-１ 

 

 氏 名   四国 花子       ㊞ 

 

 私が（所有 ・ 管理）する下記（土地 ・ 建物）に、 〇〇自治会 が防

犯カメラ等を設置することについて、次の条件を承諾し、使用することに同意し

ます。 

 

記 

 

 

    土地・建物所在地：四国中央市〇〇１丁目１-１ 

 

 

＜条件＞ 

１．上記所在地の所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に対しこの同意内 

 容を継承すること。 

 

２．使用料は無償とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置にあたっての条件などを所有者

との間で設定してください。 
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防犯カメラ設置同意書 ［参考様式］ 

 

年  月  日  

 

         様 

住 所             

 

氏 名            ㊞ 

 

 私は、      が、下記所在地に防犯カメラ等を設置することについて、

設置の趣旨や撮影の範囲等の説明を受け、設置に同意します。 

 

記 

 

 

     所在地：                        
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同意書作成例 

防犯カメラ設置同意書 ［参考様式］ 

 

年  月  日  

 

  〇〇自治会  様 

住 所 四国中央市〇〇１丁目１-２ 

 

氏 名 中央 次郎         ㊞ 

 

 私は、 〇〇自治会 が、下記所在地に防犯カメラ等を設置することについて、

設置の趣旨や撮影の範囲等の説明を受け、設置に同意します。 

 

記 

 

 

     所在地： 四国中央市〇〇１丁目１-１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

防犯カメラ管理運用規定の例 

          防犯カメラ管理運用規定 

 

１ 目的 

  この規定は、四国中央市     に設置する防犯カメラ等について、個

人のプライバシー保護に配慮しつつ、地域における街頭犯罪発生の抑止及び

犯罪のおきにくい安全安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラの設置

及び運用に関する必要事項を定め、防犯カメラの適正な管理を図ることを目

的とする。 

 

２ 管理責任者及び操作責任者 

 ⑴ 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置くものとする。 

 ⑵ 防犯カメラの適正な操作を行わせるため、操作責任者を置くものとす

る。 

 ⑶ 管理責任者及び操作責任者は、別表１のとおりとする。 

 

３ 管理及び運用 

 ⑴ 管理責任者は防犯カメラにより撮影した映像データや機器の保全、管理

及び運用の責任者として、これを適正に行わなければならない。 

 ⑵ 操作責任者は、防犯カメラにより撮影した映像データの抽出など、機器

操作の責任者として、これを適正に行わなければならない。 

 ⑶ 防犯カメラの操作は、管理責任者の監督のもと、操作責任者若しくはこ

れに代わる者が行うものとする。 

 

４ 設置の場所等 

 ⑴ 設置の場所及び設置台数 

   防犯カメラ設置場所及び設置台数は別表２のとおりとする。 

 ⑵ 防犯カメラの撮影区域の見やすい場所に、防犯カメラにより撮影を行っ

ている旨を表示した表示板を掲示することとする。 
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５ 映像データ等の管理 

 ⑴ 保管場所 

   防犯カメラにより撮影した映像データが記録される記録媒体は、施錠設

備がある場所等で保管する。 

 ⑵ 禁止事項 

   防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、次に掲げる

事項を禁止とする。 

  ア 映像データの外部への持ち出し、送信、転送 

  イ 映像データの複写 

  ウ 映像データの加工、編集 

 ⑶ 映像データの保管及び消去 

６ 画像の利用及び提供の制限 

 ⑴ 利用及び提供 

   防犯カメラにより撮影した映像データは、設置目的以外のために利用せ

ず、第三者に閲覧させ、提供しないものとする。 

   ただし、次の場合はこの限りではない。 

  ア 法令に基づき提供する場合 

  イ 捜査機関から犯罪の捜査等のために照会があった場合 

  ウ 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急に必要があると認められ

る場合 

 ⑵ 記録 

   上記により映像データの提供を行う場合は、提供日時、提供先、提供理由、

提供した映像の範囲等を記録することとする。 

７ 保守点検 

  防犯カメラの機能維持のため、定期的な保守点検を行うこととする。 

８ 苦情等の処理 

  管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情や問い合わせを受

けた場合は、迅速かつ誠実に対応するものとする。 

 

（附則） 

 この規定は、  年  月  日から施行する。 
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別表１ 

管理責任者及び操作責任者 

対象の防犯カメラ 指定区分 氏名 連絡先 

 管理 ・ 操作   

 管理 ・ 操作   

 管理 ・ 操作   

 管理 ・ 操作   

 

 

 

別表２ 

防犯カメラ設置場所 

管理 

番号 

設置場所 設置台数 設置年月日 撮影データ 

保管場所 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


